
 

第２回 輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム会議 
 

 

次  第 
 
 

日時 令和８年３月２６日（木）午後３時００分～ 

場所 県庁防災センター３０６会議室       

 （オンライン併用）             

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  題 

 

（１）市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題について 

 

（２）国の政策動向について 

 

（３）今後の対応の方向性について 

 

（４）意見交換 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉  会 



●PTメンバー

職名 氏名

1 課長 牧野　記大

2 首席審議員兼課長 入田　秀喜

3 課長 浦本　雄介

4 首席審議員兼課長 岸良　優太

5 主幹 松竹　類

6 技師 楳木　美紀

7 地域交通支援課 主査 小川　延宏

8 課長補佐 林田　真司

9 主事 村本　京香

10 主査 二ノ宮　大地

11 課長補佐 園田　昭博

12 主事 安武　実奈穂

13 審議員 竹本　圭佑

14 主事 森山　凌

●オブザーバー

職名 氏名

1 県央広域本部 振興課 参事 徳永　喬久

2 局長 永野　茂

3 次長 浦津　栄一

4 総務振興課 課長 髙山　慎太郎

5 主幹 吉田　智之

6 参事 藤本　裕太郎

7 玉名地域振興局 総務振興課 主幹 上野　幸子

8 鹿本地域振興局 総務振興課 参事 北原　秀志

9 阿蘇地域振興局 総務振興課 主幹 細山田　寿男

10 県南広域本部 振興課 主幹 吉田　真理子

11 芦北地域振興局 総務振興課 主事 有馬　師音

12 球磨地域振興局 総務振興課 課長 立山　亮

13 天草広域本部 総務振興課 主幹 中山　淳嗣

●その他関係機関

職名 氏名

1 課長 小堀　まろり

2
首席運輸企画専門官

（企画調整担当）
椎葉　幸博

●事務局

職名 氏名

1 課長補佐 松田　英生

2 課長補佐 崎田　雄一郎

3 主任主事 永野　美月

4 主事 小林　理久
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団体名

五木村総務課

天草市地域政策課

出席者

場所：県庁防災センター３０６会議室、オンライン会議

日時：令和８年３月２６日（木）午後３時００分～

出席者

教育庁教育政策課
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国土交通省九州運輸局交通企画課
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備考
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荒尾市総合政策課

団体名
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振興課県北広域本部

宇城地域振興局

菊池市地域振興課



令和８年3月26日（木）

熊本県 企画振興部 交通政策・統計局 交通政策課

輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム
第2回会議
【説明資料】



説明項目

市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

国の政策動向

Ⅰ

Ⅱ

2

今後の対応の方向性Ⅲ



市町村調査結果の概要

3

◆業種・分野の制約なく輸送資源のフル活用を推進するにあたり、県庁内の部局間での
情報共有や今後の連携に繋げるため、県内各市町村における状況を調査。

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

 調査対象 県内各市町村交通政策担当課

庁内関係部局（健康福祉部、観光文化部及び教育庁）

 調査期間 令和８年１月

 調査内容 交通と医療・福祉、教育、観光の各分野で輸送資源を利活用している

事例（検討中・検討予定を含む）の有無

調査概要



市町村調査結果の概要

4

 調査の結果、交通と医療・福祉、教育、観光の各分野で輸送資源を利活用している
事例がある団体が12団体、検討を進めている団体が10団体あることを確認。

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

調査結果



市町村調査結果の概要―(1)フル活用の事例

5

◆県内における交通と各分野で連携して輸送資源をフル活用した事例と団体数は以下の
とおり。

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

社会福祉協議会の車両と
有償ボランティアを活用した

高齢者等の外出支援等

（４団体）

交通 × 教育 交通 × 福祉

スクールバスの空き時間を活用した
コミュニティバスの運行

（２団体）

スクールバスへの地域住民の混乗

（６団体）



市町村調査結果の概要―(2)検討している事例①

6

◆県内における交通と各分野で連携して輸送資源をフル活用する検討を行っている
事例の検討内容と主な課題は以下のとおり。

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

検討内容 課題

中山間地域にある社会福祉法人が
主体となった「買い物支援」として、
近隣に住む高齢者等を定期的に中心
市街地の商業施設まで有償で送迎
するもの

⚫ 地域団体の自発的な助け合い、いわゆる互助活動に
よる輸送として、白ナンバーのまま実施したいとの意向
だが、有償の場合は道路運送法上の許可又は登録を
要する。

⚫ その一方、「道路運送法の許可又は登録を要しない輸送
に関するガイドライン」においては、許可等を要しない
具体例が示されている（「生活支援サービスなどとの
一体運送」、「自治会等の活動として、会員向けの運送
サービスを行う場合」等）が、左記取組みは対象外。

【参考】道路運送法の許可又は登録を要しない輸送に関するガイドライン（一部抜粋）

①生活支援サービスなどとの一体運送
通院や買い物等に同行する支援など、提供するサービスに人の運送が付随して行われるものについては、有料であっても運送

に対する反対給付※1 がない限り、許可又は登録は不要である。なお、生活支援サービスの実態が目的地への運送のみである
場合は、許可又は登録を有する。

②自治会等の活動として、会員向けの運送サービスを行う場合
社会福祉協議会、自治会・町内会、マンション管理組合等の地縁団体の活動として、会員が負担する会費で行う運送サービスに

ついては、許可等は不要である。



市町村調査結果の概要―(2)検討している事例②

7

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

検討内容 課題

温泉施設の指定管理者が使用する
市所有のマイクロバスの空き時間を
活用したコミュニティ交通の運行

⚫ 交通事業者から、既存顧客が流出し収益に影響する
懸念が示されている。

⚫ 運転士が確保できるか不透明。

町立病院保有のマイクロバスの
空き時間を活用した通院・買物支援
（実証運行）

⚫ 町ではドアツードア方式の利便性の高い乗合タクシー
を既に運行しており、実証運行の利用者は低迷。

コミュニティバスの空きスペースを
活用した貨客混載サービスによる
高齢者等の買物支援（実証運行）

⚫ 運転士の他に、商品の注文整理や荷造り等に人員を
要する。

⚫ 貨物の受け渡し時間を考慮すれば、運行時刻等の
運行計画も見直す必要がある。



市町村調査結果の概要―(3)フル活用にかかる懸念事項

8

◆調査を進める中で、地域の輸送資源のフル活用にあたって以下の懸念を示す団体が
存在することも確認。

Ⅰ 市町村における輸送資源フル活用の状況及び課題

【懸念事項①】既存の各分野の支援策との整合性の欠如

⚫ 複数分野連携により地域資源をフル活用した際に、市町村への国庫補助が
減少することがない運用が必要。

⚫ 例えば、スクールバスを別の用途で活用する場合でも、それまで活用していた
文部科学省の補助金は維持して欲しい。

【懸念事項②】交通以外の分野における輸送資源の不足

⚫ 部活動の地域移行により、児童生徒が学校以外の各地域クラブへ分散して
移動する必要が生じるが、スクールバスの台数及び運転士が不足するおそれ。

⚫ 誰がどこまで担うか、地域ごとに個別に検討を進める必要がある。

【懸念事項③】複数分野間の調整を担う人材の不足

⚫ 交通や教育等の複数分野にわたる調整は困難であるため、地域に入り込み、
事業者や自治体間の調整を担う専門人材の配置が不可欠。



9

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

◆ 地域公共交通において、担い手不足等による供給力が急速に減少している一方、人口減少や高齢化が進む中で、
特に地方部において買い物、医療、教育など日常生活に不可欠なサービスの再編が急速に進み、日常生活上の
移動の不便や、外出機会の減少による健康面への悪影響、送迎負担の増大等により、地域の活力の低下、
さらなる人口減少という負の連鎖を招く可能性あり。

◆ このため、令和８年３月10日、地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を
解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を
改正する法律案」が閣議決定。

国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要」資料より抜粋

Ⅱ 国の政策動向
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

◆ 具体的には、地域旅客運送サービスの持続可能性を確保するため、新たに「自動車地域旅客運送
サービス再構築事業」を創設。

◆ 地方公共団体が運送主体を選定し、その主体に協力する者（交通事業者や教育・医療・福祉・商業
施設等の送迎者等）をあっせんすることで、運転者や車両等の輸送資源のフル活用を図るもの。

◆ 併せて、市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、学校、病院、福祉施設、商業施設等の
利用者の送迎サービスを行う者を追加し、上記の事業実施への協力に係る努力義務を規定。

国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要」資料より抜粋

Ⅱ 国の政策動向
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

◆施設利用者用運送サービス提供者のイメージとしては、静岡県湖西市において、
従業員用の送迎車両を住民向け運送サービスに提供している市内企業が挙げられる。

国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要」資料より抜粋

Ⅱ 国の政策動向
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「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム

◆ 国土交通省においては、「交通空白」に係るお困りごとを抱える自治体、交通事業者と様々な資源を
持つ幅広い分野の企業・団体群の連携・協働体制を構築し、「交通空白」解消に向けた実効性かつ
持続可能性のある取組みを全国規模で推進するため、令和６年１１月に「交通空白」解消・官民連携
プラットフォームを設立。

◆ 熊本県からは27市町村のほか、タクシー事業者が会員となっている。

国土交通省「第１回会合「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム」資料より抜粋

Ⅱ 国の政策動向
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「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム

◆ 本年2月27日に開催された同プラットフォーム第３回会合においては、文部科学省の取組みの動

向として、「令和の日本型学校教育」を推進していくために必要な学校の適正規模・適正配置の在り

方について調査研究する会議を設置した（令和7年2月21日）ことが紹介されるとともに、児童生

徒の通学のためだけに使用するバスの運行について検討するのではなく、地域一体となった交通
手段の確保策を検討することが重要との考えが示された。

国土交通省「第３回会合「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム」資料より抜粋

（調査研究協力者会議 議論のまとめ 素案）

Ⅱ 国の政策動向
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調査結果及び国の政策動向を踏まえた今後の対応の方向性（案）

◆市町村への調査結果（懸念事項等）や国の政策動向を踏まえ、今後は以下のとおり
対応していくこととしたい。

Ⅲ 今後の対応の方向性

⚫ 官民連携プラットフォーム（文科省資料）において
他省庁との連携の必要性について言及あり。

⇒ 当PTにおいても、まず各分野の輸送サービスに
対する既存の支援や、部活動の地域クラブへの移行等

    の政策動向を把握したうえで、フル活用と整合の
取れた支援のあり方を検討し、必要に応じて国に要望。

⚫ まずは交通のみならず、各分野の輸送資源の現状を
把握する必要あり。

⇒ 交通政策課において、県内の輸送資源の把握・可視化
に向けた実態調査を実施し、資源の適正配置に繋げる。

⚫ 国において、法改正により、新たに自治体が輸送資源
のフル活用をあっせんする役割を付与する可能性あり。

⚫ 一方で、市町村の体制面等に対する支援も不可欠。

⇒ 市町村における個別検討事例の確認を進めるとともに、
国の政策動向を引き続き注視し、新たな枠組みや支援
の活用を模索する。

①
既存の支援策との
整合性の欠如

②
交通以外の分野の
輸送資源の不足

③
複数分野間や既存の
事業者との調整機能の

不足
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令和８年度の取組み

◆国の政策動向を注視しつつ、輸送資源フル活用による地域の交通課題の解決に向け、

令和8年度も取組みを継続し、事例の創出を目指す。

【第1回会議】

地域公共交通の現状、
国の政策動向と今後
の方向性を共有

【第2回会議】

市町村における輸送
資源フル活用の現状
及び課題、国の政策
動向を共有

【第3回会議】

各分野における
支援策の共有（予定）R8.2.20

R8.3.26

地域の交通課題の解決に向け、

令和8年度も取組みを継続

令和８年度

公共交通資源
実態調査

Ⅲ 今後の対応の方向性
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Ⅲ 今後の対応の方向性

【参考】輸送資源の実態調査（交通政策課事業）


